
令和8年6月22日

関　係　各　位　

　　　　　　　　　　一般財団法人　新潟県剣道連盟

　標記審査会を下記の通り開催いたしますので、ご案内申し上げます。

　開催に当たっては「全日本剣道連盟・新潟県剣道連盟及び新潟市スポーツ協会ガイドライン」に沿って、安全に努めて

参りますのでご協力願います。スムーズな運用が図れるようご理解・ご協力賜りますようお願い致します。

１．　　日　　　時

　　　　　　初段　～　五段：受付時間　　8時00分　～　8時30分

　　　　　　お昼休憩を設けさせていただきます。

２．　　会　　　場

３．　　審　　　査

４．　　審査方法

５．　　審査内容

　　　　　　　　①初段・・・・・・・・太刀一本目・二本目・五本目

　　　　　　　　②二段・・・・・・・・太刀一本目から五本目まで

　　　　　　　　③三段・・・・・・・・太刀一本目から七本目まで

　　　　　　　　④四段・・・・・・・・太刀一本目から七本目まで、小太刀一本目から三本目まで

　　　　　　　　⑤五段・・・・・・・・太刀一本目から七本目まで、小太刀一本目から三本目まで

　　　　　　　　　解答用紙は、新潟県剣道連盟ホームページよりダウンロード願います。

　　　　　　　　　事前に記載し、当日持参願います。

６．　　受審資格

　　　　　（３）三段・・・・・二段受有後、2年以上修行した者

　　　　　（４）四段・・・・・三段受有後、3年以上修行した者で、且つ公認審判員講習会受講済の者

　　　　　（５）五段・・・・・四段受有後、4年以上修行した者で、且つ公認審判員である者

注１：ただし、県外居住者（外国人・大学生）、中学生、高校生及び警察学校生徒は、準会員とみなし、

 　　　特例として公認審判会未受講、又は公認審判認定未取得者でも受審を認める。

注２：加盟団体の年会費納入者のみ受審資格を有します。

　　　　　　　　　　　　　　　　 審査開始　　9時30分　～

ー　記ー

剣道昇段審査会開催についてのご案内

　　　　　　令和8年8月9日（日）　　　　　

　　　　　　　　　　 　　  会   長    荻荘　誠

                 　【　公　印　省　略　】

　　　　　　(２)日本剣道形

　　　　　　（３）学科試験

　　　　　段位審査を受審しようとする者は、各加盟団体の会員で、且つ、次の各号の条件を

　　　　　満たしている者とする。なお、年齢起算日は審査当日とする。

　　　　　（１）初段・・・・・一級受有者で、審査会当日13歳以上の者

　　　　　（２）二段・・・・・初段受有後、1年以上修行した者

　　　　　　(１)実技審査

　　　　　　東総合スポーツセンター

　　　　　　新潟市東区はなみずき3-4-1　　　　　   ☎　025-272-5150

　　　　　　初段から五段まで

　　　　　　全日本剣道連盟段位審査規定及び審査規則による
　　　　　　尚、学科試験は別紙手順による。



7．　　申　込　み 　　　　　当日のお申込みになります。

段　位 審査料 登録料 合　計

初　段 4,400 9,600 14,000

二　段 4,400 11,600 16,000

三　段 5,000 16,000 21,000

四　段 6,000 20,000 26,000

五　段 7,000 26,000 33,000

＊（注１）　日本剣道形のみの受審者は、再審査料2,000円と受審段位の登録料を納めて下さい。

＊（注２）　二段以上の受審者は、全剣連番号を審査申込書に必ず記入すること。

　　　　　　事前に全剣連番号を確認願います。

＊(注３）　剣道手帳を持っていない方は現段位の認定証か認定証のコピーを必ず持参して下さい。

　　　　　　（携帯カメラに保存されている認定証でも可。証明出来れば可と致します。）

９．　携　行　品         ○現級・現段位を証明するため剣道手帳は必ず持参して下さい。

        ○剣道具　○木刀　　〇学科試験回答用紙　〇筆記用具

        ○面シールド　〇審査料（おつりのないよう、あらかじめ準備願います）

１０．　そ の 他        お問い合わせ先

　　　　　事務局　　〒950ー0963　新潟市中央区南出来島2-4-6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス　　n.kendourenmei@gmail.com

以　上

８.　　　審　査　料

　　　　　山﨑　国光　　　　 ☎　090ー1653ー4889（17時以降）


